
　　令和７年１０月６日（月）午後２時　玉名市民会館　第２会議室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番　下川　安 ２番  髙田  優子 ３番　村上　孝夫　 ５番　坂本　正敏

６番　小山　昭 ７番　東　英治 ８番　本田　多美子 ９番　上田　龍介 

11番　村上　孝 12番　植田　勝登 13番  髙本　昌揮 15番　上土井　幸治

16番　古田　知明 17番　池田　秀昭 18番　後藤　雄一 19番　坂門　聡一

４番　梅田　政次郎 10番　西依　雅孝 14番　宮永　義一

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推２　岡田　正治 推４　竹下　祐一 推５  小山　高廣

推６　縄田　伊知郎 推７　関　幸次郎 推８　荒木　雄二 推10　德山　幸博

推11　柴尾　覚 推13　美﨑　毅 推14　島村　和久 推15　大家　保

推16　今上　隆 推17　坂口　春義 推18　中村　輝美 推19　丸山　和則

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推３　佐藤　浩光 推９　平野　雅久 推12　森尾　由成

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　西山　美和 次長　棚木　章文 係長　稲生　優一 主任　村上　寛子

主事　山口　遥大 会計年度任用職員　瀧石　修 会計年度任用職員　堀　春美

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　　　0名

議　題

第 57 号 農地法第３条の規定による許可申請について

第 58 号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請について(5条許可後）

第 59 号 農地法第４条の規定による許可申請について

第 60 号 農地法第５条の規定による許可申請について

第 61 号 農用地利用集積等促進計画の意見決定について 　

第 62 号 農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について

報　告

第 23 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について(１８条)

令和７年第１１回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（西山美和君） 皆さん、こんにちは。定刻を過ぎましたので始めます。 

本日は、農業委員総数１９名のうち１６名の御出席で、西依委員、梅田委員、

宮永委員から欠席の届出があっております。また、最適化推進委員は、総数１９名

のうち１６名の御出席で、佐藤委員、森尾委員、平野委員から欠席の届出があって

おります。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまより、令和７年第１１回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（西山美和君） まず、下川会長より御挨拶いただきまして、引き続き、会

議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（下川 安君） 皆さん、こんにちは。１０月になりまして、朝夕は少しひやっ

としてまいりましたけれども、昼間はまだ暑いですので、体調の方には気を付けて

過ごしていただきますようよろしくお願いします。 

 もうそろそろ、稲刈りも始まっているはずですよね。稲刈りも始まれば、慌ただ

しい時期となります。このような時に、総会に御出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 それから、先月までは、農地状況の調査、農地パトロールをそれぞれ各地区でご

対応いただきまして、暑い中でしたけれども、ご苦労様でした。それからですね、

１０月の総会ではですね、気象災害の話をしていました。 

 周りでは１０月はずっと米価の話をしていまして、皆様も御存じのように、今年

は、ＪＡの米の概算金が３２,０４０円ということで、去年より８,０００円ぐらい

高くなっているという形。去年がですね、令和６年が２４,７８０円でした。その

前の令和５年がですね、１２,０００円ぐらいかな、その前の令和４年が１０,４６０

円、令和３年が１０,０４０円というところで、令和３年からすると、３倍ぐらい

になっているという状況だったです。生産者としてはですね、なんか嬉しい状況な

のかなあと思いますけども、これはＪＡさんの米の概算金の傾向みたいな、全国的

にそういうのが広がっているのかなあというような感じも受けました。あまり高す

ぎると、どうなるかなあというような心配もあります。この米の価格、消費者がで

すね、どんな人が購入するのかちょっと分からない、そのように思いまして、米の

価格を皆さんに納得してもらえればいいのかなあとも思いまして、買い控えとかあ

って、また下落するんじゃなかろうかなあと、色々心配もあります。 

 自民党の総裁も代わりまして、多分、高市総理ということになるんだろうと思い
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ますけれども、また米の政策がどういう政策をされるのか、それを期待しながら良

い方向にと今は思っているところです。 

 ということで、議案の方に入ります。よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（下川 安君） それでは、早速議事に入りたいと思います。本日は、議第５７

号から６２号までの７０件の議案審議、それから報告第２３号の１４件の報告があ

ります。皆様方の慎重なる御審議をどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議事録署名委員は、委員番号１７番の池田秀昭委員、１８番の後藤雄一委

員にお願いいたします。 

 それでは、委員各位、事務局におかれましては、個人情報等発言には、十分御注

意をいただきますようよろしくお願いいたします。発言の際は、委員番号及び氏名

を述べた上で、発言をいただきますようお願いいたします。併せて、採決の際には、

議決権のある農業委員のみの挙手でお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（下川 安君） それでは、はじめに議第５７号農地法第３条の規定による許可

申請についてを議題といたします。件数は１０件です。 

 それでは、事務局より説明を願います。 

○事務局長（西山美和君） 議案１ページをお願いいたします。 

 議第５７号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の

規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するも

のとする。令和７年１０月６日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、滑石と繁根木の申請人で、滑石の田９７０㎡外２筆、計２,９１０㎡を相

手方の要望と新規就農のため賃貸借権を結ぶものです。 

 ２番、熊本市中央区と滑石の申請人で、滑石の田８６８㎡外１筆、計１,９２３

㎡を労力不足と相手方の要望のため賃貸借権を結ぶものです。 

 ３番、東京都新宿区と滑石の申請人で、滑石の田４００㎡を労力不足と相手方の

要望のため賃貸借権を結ぶものです。 

 ４番、大浜町の申請人で、大浜町の田３,３３３㎡外４筆、計１６,３８７㎡を子

へ贈与するものです。 

 ５番、熊本市西区の申請人で、青野の畑８,４５１㎡外２筆、計１３,５６６㎡を

子へ贈与するものです。 

 ６番、北九州市小倉南区と岱明町の申請人で、岱明町の田１,０３０㎡を労力不
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足と経営拡張のため売買するものです。 

 ７番、荒尾市と岱明町の申請人で、岱明町の畑、現況田９０５㎡を労力不足と相

手方の要望のため売買するものです。 

 ８番、熊本市北区と岱明町の申請人で、岱明町の田４５８㎡を労力不足と相手方

の要望のため売買するものです。 

 ９番、横島町の申請人で、横島町の田５６２㎡外１筆、計１,１２４㎡を労力不

足と経営拡張のため売買するものです。 

 １０番、天水町の申請人で、天水町の田１,４０６㎡外１筆、計２,０２２㎡を子

へ贈与するものです。 

 以上１０件、合計４０,７２５㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止

規定から、申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係も問題がないことから、許可要件の全てを満たしているものと

判断し、御提案しております。 

 また、１０月１日、１０月２日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたので、受付番号１番から順

に委員の説明をお願いします。また、連続して説明される場合は、続けてよろしく

お願いします。 

 それでは、１番をお願いいたします。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。１番の案件につい説明します。 

 申請地は、地区の漁港の北側３５０ｍぐらい、田３筆で２,９１０㎡、新規就農

で、イチゴを栽培するそうです。現在、農業大学校で勉強しながら、イチゴ、米を

栽培しています。賃貸人とは親戚で、栽培方法も教えてくれるので、心配はいらな

いと思います。 

 １０月１日に現地調査した結果、イチゴも植えてあり、問題ないと思います。御

審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、２番、３番は同じ委員さんです。続けて、よろしくお願いします。 

○推２番（岡田正治君） 推進委員２番、岡田です。２番の案件について説明します。 

 場所はですね、ＪＡ支所から１５０ｍぐらい東側に位置しております。２筆で

１,９２３㎡、労力不足と相手方の要望で、成立いたしております。 

 何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 ３番について、説明いたします。 

 こちらは、今ほど説明した農地の隣に位置しておりまして、４００㎡、こちらも
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労力不足と相手方の要望で、成立いたしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、４番をお願いします。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。４番の案件について御説明します。 

 これは、親から子へ贈与するもので、本人も既に就農しており、何の問題もあり

ません。御審議のほどよろしくお願いします 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、５番をお願いいたします。 

○推６番（縄田伊知郎君） 推進委員６番、縄田です。５番の案件について説明します。 

 これは、子への贈与で、譲渡後はミカンを作られるとのことです。 

 現地調査の結果、何ら問題ないと判断いたします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、６番をお願いいたします。 

○推１０番（德山幸博君） 推進委員１０番、德山です。６番の案件について説明いた

します。 

 申請地は、岱明町の地区の公民館より西の方へしばらく進むと、申請人の農地と

隣接しておりまして、譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張による売買、面積は

１筆で１,０３０㎡、申請人は専業農家で後継者もおり、米、トマト、各種野菜を

作付けております。 

 １０月１日に現地調査を実施しましたが、何ら問題ないと判断します。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、７番をお願いいたします。 

○１２番（植田勝登君） では、７番を説明いたします。１２番、植田といいます。 

場所はですね、ここは、岱明町のスポーツセンターの近くにあります。開田で

すね、今、畑を田んぼにしてあるところです。譲渡人は今、隣接市に住んでいて、

ここに書いてある労力不足、それから譲受人が同じ地域に田を作っていまして、前

から自分が耕作していたというようなことがありまして、相手方の要望によって譲

り受けよういうことで、現地調査をしました結果、別に何も問題ないと。審議のほ

どよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、８番をお願いいたします。 

○推１３番（美﨑 毅君） 推進委員１３番、美﨑です。８番の案件について説明しま

す。 
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 申請地は、地区の公園より北へ３００ｍぐらい行ったところです。面積は４５８

㎡です。譲渡人は熊本市内に住んでおられ、労力不足、譲受人は相手方の要望です。

譲渡人と譲受人は親類関係にあり、以前よりこの場所で米を作っておられます。し

かし今回、譲渡人の方が病気がちになられ、売買をすることになりました。 

 １０月１日に現地確認いたしましたが、何ら問題ないと思います。審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、９番をお願いいたします。 

○推１５番（大家 保君） 推進委員１５番、大家です。９番の案件について説明しま

す。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は借入地取得での売買となります。譲受人は、米とミ

ニトマトの認定農家です。技能実習生も受け入れております。 

 現地調査の結果、何ら問題ないと思われます。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１０番をお願いいたします。 

○推１７番（坂口春義君） 推進委員１７番、坂口です。１０番の案件について説明し

ます。 

１０番の案件は、親から子へ贈与による所有権移転の申請です。譲渡人が高齢

になってきたため、子供へ贈与するとのことです。申請地は、２筆で合計２,０２２㎡

となっています。譲受人は、この地でイチゴを作付けすることとなっています。 

 現地を確認しましたが、何ら問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いし

ます 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ３条の申請につきまして、１番から１０番について、委員の説明が終わりました

けども、皆様から御意見や御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第５７号農地法第３条の規定による許可申請１０件につきまして、原案どおり

許可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第５７号につきましては、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第５８号農地転用許可後の事業計画変更承認申請についてを議題
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といたします。件数は１件です。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案４ページをお願いいたします。 

 議第５８号農地転用許可後の事業計画変更承認申請について。農地法第５条第１

項の規定による農地転用許可後の下記農地の事業計画変更承認申請について意見決

定するものとする。令和７年１０月６日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が立願寺の畑３４４㎡で、備考欄の理由により、メダカの養殖場

に加え、駐車場、作業スペースに転用目的を変更するものです。 

 以上１件、合計３４４㎡を御提案しております。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりましたので、受付番号１番について、委

員の説明をよろしくお願いいたします。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。１番の案件について説明します。 

申請地は、地区の神社から西北３００ｍぐらい、令和６年３月にメダカ養殖場

として申請されましたが、メダカを飼育・保管する施設としては大きすぎるし、仕

事として養殖する訳ではないので、メダカの養殖場１２.９６㎡、駐車場１２.５㎡、

作業スペース５９.０４㎡に縮小する。 

 現地調査した結果、問題ないと判断します。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

事業計画変更承認申請について、委員の説明が終わりましたけども、皆さんか

ら御意見や御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ、採決に移らせていただきます。 

 議第５８号事業計画変更承認申請１件につきまして、原案どおり承認することに

異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

採決の結果、異議なしと認め、議第５８号については、承認することに決定い

たしました。 

 続きまして、議第５９号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とい

たします。件数は３件です。 

 なお、受付番号１番と３番については始末書の添付がありますので、委員の説明

の前に、事務局担当者が始末書を読み上げます。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 
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○事務局長（西山美和君） 議案５ページをお願いいたします。 

 議第５９号農地法第４条の規定による農地の転用許可申請について。農地法第４

条第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。

令和７年１０月６日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が中坂門田の畑、現況宅地２０７㎡で、転用目的は進入路です。

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ２番、申請物件が岱明町の宅地、現況畑６７９㎡のうち２７㎡外１筆、計６５㎡

で、転用目的は進入路です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある

農地で、第３種農地と判断しております。 

 ３番、申請物件が横島町の田、現況宅地１６０㎡で、転用目的は宿舎です。農地

区分は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断

しております。第１種農地は原則不許可になるところですが、申請地の周辺におい

て居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で、集落接続して設置されるもの

であり、例外的に許可は可能となっております。 

 以上３件、合計４３２㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての項目

ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案して

おります。また、１０月１日、１０月２日に地元委員同道の上、現地調査も行って

おります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。受付番号１番には始末書

が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 始末書が読み上げられましたので、委員の説明をよろしくお願

いします。 

○８番（本田多美子君） 農業委員８番、本田です。１番の案件について説明します。 

ただいま、事務局より始末書が読み上げられましたとおり、本件申請地は既に

舗装され、進入路として利用されています。ここは、先ほども言われましたように、

ここ以外に自宅へ通じる道がなく、必要不可欠な土地です。事業面積、転用面積と

もに２０７㎡、給水は不要、雨水、生活雑排水、汚水は、それぞれの処理方法を経

て南側市道側溝に放流する。また、近隣農地への日照、通風、耕作等に影響を及ぼ

す可能性はありません。 

 以上、現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願

いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 
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 続きまして、２番をお願いいたします。 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。２番の案件について説明します。 

場所は、玉名市役所支所から東側に１００ｍ行ったところの農地なんですけど、

現況が畑２７㎡、宅地の畑の２７㎡、山林の畑で３８㎡、合計６５㎡なんですけど、

現在、その使用されている市道に通じる出入口が、他人の所有地を使用しているこ

とが分かりまして、この持ち主の居宅から市道に通じる三角形の区画を算定して、

転用することに決まったそうです。給水方法は給水はなし、雨水、北側側溝へ放流、

生活雑排水、汚水の発生はありません。被害防除計画として、農地は高低差があり、

雨水の流入はないということで、現地調査の結果、何ら問題はないと思います。御

審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、３番に始末書が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― ３番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ３番の始末書が読み上げられましたので、委員の説明をよろし

くお願いします。 

○１６番（古田知明君） 農業委員１６番、古田です。３番の案件について説明いたし

ます。 

 農地選定の理由、申請者は農業を営んでおり、令和２年より農業技能実習生の受

入れを開始し、申請地の隣接地に実習生用居住建物を設置しましたが、これを拡充

する必要があるため、隣接地にある申請地を選定いたしました。既に、令和３年８

月頃転用の申請が出ております。 

 事業の目的及び必要性、申請者は当時より農業経営の一環として農業技能実習生

を受け入れており、実習生の居住の建物を設置しましたが、受入れの人数の増加や

居住環境の整備に対する補助事業、あるいは実習生の要望により、既存の施設では

不足が生じていることから、これを解消し、申請地の農業経営の安定を図るために

は、実習生用の住宅を拡張し、住宅設備を拡充する必要があることから、本件の事

業を計画いたしました。 

 申請地は、国道５０１号線沿いのドラッグストアより、東へ２００ｍほど行った

ところです。申請面積は１６０㎡、給水計画は、給水方法、隣接地の設置済みのと

ころから給水します。排水の処理方法は、敷地雨水は敷地全体を砂利敷きし、自然

浸透を図ります。生活雑排水は、申請地北側の既設の玉名市農業集落排水に接続し

排水します。汚水の処理方法は、申請地北側の既設の玉名市農業集落排水に接続し

ます。既に、前の施設ができていたので、その施設と同じになります。被害防除計

画については、申請地の造成は行わず、整地にとどまるため、特段の策は講じませ
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ん。南西の被害防除計画についても、特に影響はないものと考え、特段の策は講じ

ません。隣接地への被害防除計画については、日照に関する耕作に対する影響は、

特にないものと考えています。今までのところ、補償などの問題は出ないものと思

います。調査した結果、問題はないと思いますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

４条申請について、委員の説明が終わりましたけれども、皆さんの方から御意

見、御質問ございませんか。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。２番の案件について、宅地が、台帳

では宅地になって現状で畑になっておりますが、これ宅地でも、野菜かなんか作る

と現状で畑になるとですかね。 

○事務局長（西山美和君） 事務局、西山です。農地法では、現況主義でありますので。 

○５番（坂本正敏君） はい、分かりました。 

○議長（下川 安君） よろしいですか。ほかに何かございませんか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第５９号農地法第４条の規定による許可申請３件について、原案どおり許可す

ることに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第５９号については、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第６０号農地法第５条の規定による転用許可申請についてを議題

といたします。件数は１１件です。 

 なお、受付番号の１番、それから２番、それから５番、１１番については、始末

書の添付があります。委員の説明の前に、事務局担当者が読み上げます。 

 それでは、事務局より説明をよろしく願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案６ページをお願いいたします。 

議第６０号農地法第５条の規定による転用許可申請について。農地法第５条第

１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和

７年１０月６日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が六田の田、現況宅地２６３㎡のうち９８㎡で、転用目的は、駐

車場です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３種農

地と判断しております。 

 ２番、申請物件が六田の田、現況宅地８７㎡で、転用目的は駐車場です。農地区
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分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３種農地と判断しており

ます。 

 ３番、申請物件が中尾の田１,１５１㎡外１筆、計２,０２４㎡で、転用目的は宅

地分譲です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３種

農地と判断しております。 

 ４番、申請物件が玉名の田２５７㎡外２筆、計４２２㎡で、転用目的は、個人住

宅です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第

２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ５番、申請物件が石貫の田、現況雑種地１１３㎡で、転用目的は、駐車場、進入

路です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第

２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ６番、申請物件が石貫の田、現況畑１１３㎡で、転用目的は、資材置場、駐車場

です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、生産性の低い農地で、第

２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ７番、申請物件が、岱明町の山林、現況畑８６㎡外１筆、計４８３㎡で、転用目

的は、個人住宅です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、

第３種農地と判断しております。 

 ８番、申請物件が、岱明町の畑３２９㎡外３筆、計８７０㎡で、転用目的は、宅

地分譲です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内にある農地で、第３種

農地と判断しております。 

 ９番、申請物件が、岱明町の畑５５６㎡で、転用目的は、個人住宅、ストーブ用

薪置場です。農地区分は、上下水道管が埋設されている、幅員４ｍ以上ある道路の

沿道で、おおむね５００ｍ以内に公立中学校及び公立小学校が存在する区域内にあ

る農地で、第３種農地と判断しております。 

 １０番、申請物件が、天水町の畑２８６㎡で、転用目的は、個人住宅です。農地

区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判

断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 １１番、申請物件が天水町の田３２３㎡外１筆、計６０３㎡で、転用目的は、駐

車場です。農地区分は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第

１種農地と判断しております。第１種農地は、原則不許可になるところですが、既

存施設の拡張、拡張面積が既存施設面積の２分の１を超えたものであり、例外的に

許可は可能となっております。 

 以上１１件、合計５,６５５㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全て

の項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提
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案しております。 

 また、１０月１日、１０月２日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。受付番号１番には、始末

書が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） １番の始末書が読み上げられましたので、委員の説明をお願い

いたします。 

 それでは、１番をお願いします。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。１番と２番の案件について御説明

します。 

 申請地は、ドラッグストア店舗東側３０ｍぐらい、転用目的は、駐車場、申請地

の隣接地で、賃貸人が店舗を経営しているが、駐車スペースが足りないことから、

隣接地のこの土地を選定した。事業面積は９８㎡、駐車場なので給水、生活雑排水

は発生しない。雨水は、北側道路側溝へ放流する。 

 現地調査をした結果、問題ないと判断します。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（下川 安君） すみません、２番にも始末書があるそうなので、担当者が読み

上げます。 

○主事（山口遥大君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ２番の始末書が読み上げられましたので、続けて、よろしくお

願いします。 

○推１番（水本信之君） 推進委員１番、水本です。２番の案件について説明します。 

 １番の案件と関係していまして、譲渡人の申請地２６３㎡のうち、８７㎡を隣接

する譲受人に譲渡するものです。転用目的は駐車場、転用面積は８７㎡、給水、生

活雑排水は発生しない。雨水は、北側道路側溝へ放流する。 

 現地調査した結果、問題ないと判断します。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、３番をお願いいたします。 

○３番（村上孝夫君） 農業委員３番、村上です。３番の案件について説明します。 

申請地は、地区の児童公園のすぐそばにあります。転用面積は２,０２４㎡、宅

地分譲６区画分です。給排水計画として、上水道は、道路側本管より分譲地につな

いで引き込みます。雨水、生活雑排水は、西側の下水道本管への放流により処理す

る。雨水は、地下浸透です。近隣との境には、Ｌ字ブロックを入れ、土砂の流出が
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ないようにする予定です。万が一、農地に被害がでた場合は、申請者が責任をもっ

て解決するそうです。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、４番をお願いします。 

○推８番（荒木雄二君） 推進委員番号８番、荒木です。４番の案件について説明しま

す。 

申請地は、県道４号玉名八女線から東へ入り込んだ、４２２㎡の農地です。申

請人は、玉名市内にアパート住まいで、現在子供１人、今後の子供の成長で手狭に

なることが考えられ、自然環境に恵まれ、閑静な住環境で、子供の健全な育成に寄

与できるよう、個人住宅の建築を計画しているものです。計画概要は、個人住宅１

棟、木造２階建て、建築面積８７.７７㎡、延べ床面積１４０.３５㎡、給排水計画、

給水は、上水道を利用、生活排水は、合併式浄化槽を設置して、浄化した処理水を

道路側溝に排水する。雨水は、道路側溝に排水する。被害防除計画、接続道路を基

準に造成工事をし、申請地の南側は、崩落防止のための処置をする。転用にあたっ

て、近隣農地への被害発生のないように十分注意し、隣接地に損害が発生した場合

は、申請人の法的責任の範囲で対処されます。 

 １０月１日、現地調査した結果、特に問題ないと思います。審議のほどよろしく

お願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、受付番号５番には始末書が出ていますので、事務局担当者が読み

上げます。 

○主事（山口遥大君） ― ５番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ５番の始末書が読み上げられましたので、続いて委員の説明を

よろしくお願いします。６番につきましては同じ委員さんですので、続けてよろし

くお願いいたします。 

○９番（上田龍介君） 農業委員９番、上田です。５番の案件について説明いたします。 

まず、５番の案件を、今、始末書の朗読がございましたとおり、ガソリンスタ

ンドの隣の農地を盛土して、そこに駐車場と進入路を造ったというところでござい

ます。申請地は、現地のコンビニエンスストアから南関方面に約５００ｍほど行っ

たところにございます。 

 １０月１日に現地を調査いたしました。給排水計画については、給水はありませ

ん。それから排水、雨水等、自然浸透ということでございます。万が一、被害が発
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生した場合については、責任を持って対応するということでございました。 

 それから６番です。６番につきましては、転用目的は、資材置場、駐車場となっ

ておりますけれども、先の農地と全く同じ面積の隣の農地を確保し、使用するとい

うことでございます。スタンドで扱う廃材や、またオイルの入った空のドラム缶等

ですね、その場で処理し廃棄するということになっております。それから、給水、

排水については、全く問題ありません。万が一、被害が発生した場合も、責任を持

って対応するということでございました。 

 現地調査を行った結果、何ら問題ないということでございます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、７番、それから８番、９番、同じ委員さんです。続けて、説明を

よろしくお願いします。 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。７番の案件について御説明しま

す。 

 場所は玉名市役所支所から東側４００ｍのところで、さきほど、進入路の話があ

ったんですけど、そこの隣の畑です。転用目的は、個人住宅、転用面積は、２筆で

４８３㎡、ここは市道側からスロープを造るそうで、その際に何か問題があれば、

対処されるそうです。給水方法は、玉名市上水道本管より引き込み、雨水は、北側

市道の道路側溝に排水、生活雑排水は、北側市道の下水道管に接続、現地調査の結

果、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 ８番の案件について説明します。 

 ここは、場所的には、地区のカントリーエレベーターから北側に１キロぐらい行

ったところなんですけど、宅地分譲です。転用面積は、４筆で８７０㎡ということ

です。住宅は、３戸を建てる予定で、真ん中に道路が通る予定で、大体予定として

令和８年の３月いっぱいで建設を終了予定です。給排水計画は、給水は、南側上下

水道管から合流させて住宅地に引き込み、雨水は、自然浸透、既設の雨水桝のほか

に新設を予定して、南側市道側溝に排水、生活雑排水、雨水は、新設道路を経由し

て南側下水道の方から排水し、土砂等の流出を避けるためブロックで土留めをする

そうです。 

 現地調査の結果、何ら問題ないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 ８番の案件について説明します。 

 場所は、公立中学校より南側に３００ｍ行ったところの農地です。転用面積は、

５５６㎡、個人住宅で、ストーブ用の薪置場を同時に造る予定です。個人住宅の床

面積が１２４㎡、ストーブ用薪置場が３０㎡で、高齢者用住宅の必要性を視野に入

れて、この土地を希望されました。給水は、上水道より引き込み、雨水は、自然浸
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透、オーバーフロー分は東側側溝へ放流、生活雑排水、汚水は、市の下水道を利用

されるようです。現地調査の結果、何ら問題ないと思いますので、審議のほどよろ

しくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、最後は９番でしたね。ありがとうございました。 

 続きまして、１０番をお願いいたします。 

○推１７番（坂口春義君） １７番推進委員の坂口です。１０番の案件について説明し

ます。 

１０番は、個人住宅の転用申請です。譲受人と譲渡人は、親子関係で、現在同

居中ですが、世帯員数が増え手狭になったため、個人住宅を建設することになって

います。土地については、親子ということもありまして、贈与という形になってい

ます。建物は２階建てで、建築面積は８７.７７㎡で、延べ床面積が１２４.２０㎡

になります。給水は、水道水、生活雑排水、汚水については、公共下水道へ流す計

画となっています。 

 １０月２日、事務局と現地調査を行いましたが、何ら問題ないと思います。御審

議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、次の１１番には、始末書が出ていますので、最初に、事務局担当

者が始末書を読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― １１番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 事務局が始末書を読み上げましたので、委員の説明をよろしく

お願いいたします。 

○１８番（後藤雄一君） 農業委員１８番、後藤です。１１番の案件について説明しま

す。 

 今、事務局より始末書が読み上げられましたが、場所は、地区郵便局の斜め前で

す。以前は郵便局の職員の駐車場として使われていましたが、今は使われていませ

ん。先日の大雨で、運送会社の駐車場に置いていた車が、２１台浸かってしまって、

動けない状態になったそうです。それで今回、会社の隣にあるこの場所を駐車場に

しようということで、この売買が成り立ったそうです。現在は、草が生えています

が、砂利を入れてならして、駐車場にしたいということです。 

 現地調査した結果、何も問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いしま

す。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

５条申請について、委員の説明が終わりました。皆さんの方から御意見、御質

問はございませんでしょうか。 
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（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６０号農地法第５条の規定による許可申請１１件につきまして、原案どおり

許可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６０号につきましては、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第６１号農用地利用集積等促進計画の意見決定についてを議

題といたします。件数は２８件です。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案９ページをお願いいたします。 

 議第６１号農用地利用集積等促進計画の意見決定について。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画に対する

意見について、次のとおり決定する。令和７年１０月６日提出、玉名市農業委員会

会長、下川 安。 

 １０ページの総括表、１１ページの総括表のうち期間借地、１２ページから１４

ページの集計表のとおり、玉名市長より意見を求められております。 

 今回は、所有権移転が６件、８,４８０㎡、利用権設定が２２件、７２,４０８㎡、

合計２８件、８０,８８８㎡の集積で、いずれも、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１９条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたけども、皆さんの方から御

意見、御質問ありませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６１号農用地利用集積等促進計画の意見決定２８件につきまして、原案どお

り意見決定することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６１号については、原案どおり意見決定いたしました。 

 続きまして、議第６２号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について

を議題といたします。件数は１７件です。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案１５ページをお願いいたします。 
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 議第６２号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について。農地中間管

理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画

に対する意見について、次のとおり決定する。令和７年１０月６日提出、玉名市農

業委員会会長、下川 安。 

 １６ページから１７ページの集計表のとおり、玉名市長より意見を求められてお

ります。今回の配分は１７件で、いずれも、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたけれども、どなたか御質問、

御意見はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第６２号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定１７件につきまして、

原案どおり意見決定することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第６２号については、原案どおり意見決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（下川 安君） 次に、報告に移ります。 

 報告第２３号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書についての１４件を事務局よ

り報告いたします。 

○事務局長（西山美和君） １８ページをお願いいたします。 

 報告第２３号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第

６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したの

で報告します。令和７年１０月６日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回、１８ページから２１ページまでの１４件、合計６８,０７２㎡の解約通知

を受理しております。 

 以上、報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．閉 会 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 本日予定の議案の審議、それから報告が終わりましたので、これをもちまして、

令和７年第１１回農業委員会総会を閉会させていただきます。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時０３分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和７年１０月６日 
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